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交通事故による死者、負傷者数等の推移Ⅰ
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図１．２ 交通事故による死者、負傷者数等の推移
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整備不良による交通事故の発生状況

P.2
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図２．１ 整備不良事故※件数の推移事故件数（件）

※法令違反が整備不良であった事故
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事業用自動車の車齢別の車両故障発生状況

P.３
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車齢（年）図２．３ 事業用自動車の車齢別発生状況（令和２年）



事業用自動車の車齢別の車両故障発生状況
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事業用自動車の車齢別の車両故障発生状況
（事業種類別）ハイタク
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事業用自動車の車齢別の車両故障発生状況
（事業種類別）トラック
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故障箇所及び車齢別の発生状況
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故障箇所及び車齢別の発生状況

P.５



近畿運輸局管内の
自動車事故報告書届出件数の推移

P.６

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年

合計 786 785 876 779 683

トラック 191 203 263 206 221

ハイ・タク 108 78 92 75 58

バス 487 504 521 498 404
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届出された事故の種類別届出件数

P.７

車両故障395
57.8%

死傷96
14.1%

衝突87
12.7%

火災24
3.5%

健康起因20
2.9%

転覆14
2.0%

転落13
1.9%

車内12
1.8%

酒気帯び6
0.9%

交通障害6
0.9%

救護違反3
0.4%

無資格2
0.3%

踏切1
0.1%

無免許1
0.1%

その他3
0.4%

事故種類別件数（683件）

※その他6項目



５．令和3年度中に寄せられた不具合情報（抜粋）

P.8～9

（貨物自動車）

車名 型式 初度 事故の内容

通称名 原動機型式 登録年 【被害状況】

エンジン始動後に車両から離れ、約20分後に戻る

とキャビン内運転席と助手席の間から出火してい

た。キャビンおよび荷台を焼損した。

【火災（人的被害なし）】

一般道路を走行中、左側後前輪が２本脱落し、後

続の軽自動車と接触した。

【物損事故】

リモートスタータでエンジンを始動した約１０分

後、助手席ドアを開けたところインストルメント

パネル中央付近から出火し、インストルメントパ

ネルの一部を焼損した。

【火災（人的被害なし）】

一般道路を走行中、荷台下部付近から出火し、車

両の一部を焼損した。

【火災（人的被害なし）】

山間部の一般道路を走行中、焦げ臭の発生と助手

席側インストルメントパネル付近からの白煙が発

生し、インストルメントパネル足元付近から出火

してキャビンを全焼した。

【火災（人的被害なし）】

高速道路を走行中、「バン」と異音がしてアクセ

ルペダルを踏んでも加速しなくなったため、停車

して確認したところ、エンジン上部から出火し

た。車両はほぼ全焼した。

【火災（人的被害なし）】

走行中、エア圧低下の警告灯が作動し、タイヤが

バーストしたため停車して確認したところ、ト

レーラのタイヤから出火していた。トレーラ後部

を焼損した。
【火災（人的被害なし）】

高速道路を走行中、左側後前輪付近から出火し、

タイヤ及び荷台の一部を焼損した。

【火災（人的被害なし）】

いすゞ

フォワード

日野

スーパードル

フィン

三菱

ふそうスーパー

グレート

ニッサン

ＮＶ２００バ

ネット

調査の結果、パーキングブレーキレバーの戻し忘れにより引きずりが発生

し、パーキングブレーキドラムが過熱し、出火に至ったものと推定する。

調査の結果、リレー端子またはリレー内部で発生した短絡により発熱して

発火に至ったものと推定するが、原因の特定には至らなかった。

431700km 走行装置
調査の結果、タイヤ交換時の締結不足によりナットが外れ、ホイール脱落

に至ったものと推定する。

R3.11 平23年12月 539600km

UDトラックス

クオン

制動装置

R3.12
トヨタ

ハイエース

KR-KDH225K

2KD
平19年8月 146500km その他の装置

その他の装置

R3.12 平30年4月

R3.12 平18年6月 不明km

ＰＴＣヒータ端子部が過熱したことで出火に至ったと推定するが、当該部

品の返却はなく詳細を調査することができなかった。

R3.11 平19年7月 540100km その他の装置

調査の結果、ＤＣ／ＤＣコンバータを後付け搭載した際に電源線をねじり

結線したことで経年等により結線が緩み、結線抵抗によって発熱して被覆

が劣化し、素線が露出して線間短絡により出火に至ったものと推定する。

R3.11
M20

HR16DE
平22年12月 不明km 原動機

調査の結果、焼き付いたコンロッドによりシリンダブロックが破損し、噴

き出したオイルが高温のエキゾーストマニホールドに付着して発火に至っ

たものと推定するが、原因の特定には至らなかった。

R3.10 平29年3月 不明km 走行装置
調査の結果、走行中に左側後前の内輪がパンクもしくはバーストし、その

状態で走行し続けたことでタイヤが発熱し発火したものと推定する。

R3.10 平15年8月 1054300km 制動装置

調査の結果、エアドライヤーとサブエアドライヤーを接続するナイロン

チューブの挿入部分が整備作業等による抜き挿しの繰り返しで摩耗し、嵌

合部の緩みでナイロンチューブが抜け、ブレーキの引き摺りを起こして発

火に至ったものと推定する。

いすゞ

ギガ

CYJ77B

6UZ1

発生日 走行距離 装置名 発生原因

日野

レンジャー

FC7JKW

J07E

2PG-CG5CA

GH11

FSR90

4HK1

FP64VDR4XK

6R10

SH1KLG

K13C



５．令和3年度中に寄せられた不具合情報（続き）

P.8～9

自動車製作者や自動車輸入事業者から国土交通省に報告のあった自
動車の不具合による事故・火災情報を掲載しています。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/carinf/rcl/index.html（自動車不具合
情報ホットライン

自動車の不具合による事故等の発生をより確実に回避するためには、
自動車の欠陥を早期に発見し、リコールを確実に実施することが重要
である一方で、ユーザーが自動車の不具合に関心を持ち、適切に保守
管理を行うとともに、警告灯の点灯やエンジンからの異音の発生といっ
た異常を感じた場合には事故に至る前に速やかに点検・修理を行うこ
とが必要です。



定期交換部品の交換未実施による事故の防止について

（図.１）事故車両

令和元年９月、大型貨物自動車が下り坂を走行中、
制動不能状態に陥って暴走し、自動車７台に次々と
衝突し、歩行者１人を巻き込み川に転落しました。

この事故で当該大型貨物自動車の運転手が死亡
し、衝突された車に乗っていた７人と歩行者１人の計
８人が重軽傷を負いました。

P.１０

Ⅱ



（図.２）事故車両のエアチャージホースの亀裂
資料提供：兵庫県警

P.１０



（図.３）６年間使用したエアチャージホースの内部
資料提供：兵庫県警

P.１１



大型車の車輪脱落事故防止について

https://www.mlit.go.jp/jidosha/syarinndatsur
aku_kenntoukai.html

国土交通省HP 大型車の車輪脱落事故防
止対策に係る調査・分析検討会
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適切なタイヤ脱着
作業手順

【研修当日の映像】

大型車の車輪脱落事故防止について



オールシーズンタイヤは、ちらつく程度の降雪で路
面と一部接触可能な積雪状況を想定したタイヤで
す。

路面を覆うほどの過酷な積雪路・凍結路において
は、スタッドレス表記(国内表記)又はスノーフレー
クマーク(国際表記)が表示されている冬用タイヤを
全車輪に装着してください。

スタッドレス表記の例 スノーフレークマーク
タイヤの側面に表示されています。



冬用タイヤの使用について

１．冬用タイヤは、全車輪に装着すること。
２．積雪、凍結路での使用は、プラットホーム露出まで

（新品時溝深さの５０％まで）
３．空気圧はメーカー指定の空気圧に調整すること



チェーン規制について

大雪特別警報や大雪に対する緊急発表が
行われるような異例の降雪があるとき



腐食防止には以下の対策が有効

防錆剤の塗布
運行後のこまめな下部洗車
（凍結防止剤等の洗い流し）

フレームの腐食に起因する不具合による事故



腐食については目視による確認だけ
でなく、点検ハンマーによる打音検
査等により内部の腐食状況を把握す
ることが大切

腐食が疑われる場合は
整備工場等に相談

フレームの腐食に起因する不具合による事故



自動車点検基準の改正（スペアタイヤ取付等）

P.25



自動車点検基準の改正（スペアタイヤ取付等）



自動車点検基準の改正（スペアタイヤ取付等）



スペアタイヤの格納について



損傷

ねじれ

切断



ツールボックスの事例 ①



ツールボックスの事例 ②



日常点検時に、エンジンオイ
ルの量と汚れをチェック！

適切な時期にエンジンオイル
を交換すること

P.26





エンジンオイルの劣化による車両火災

エンジンから発生する車両火災は、
エンジンオイルの劣化が多いと考えられる。

P.29



トレーラのブレーキ引きずり火災

P.32



バス火災事故防止のための点検整備のポイント

P.35～



バス火災事故防止のための点検整備のポイント



バス火災事故防止のための点検整備のポイント

事業用バス火災事故件数 １万台あたりのバス火災件数

車齢が高いバスは、

火災の発生件数が多い傾向にある。

P.36～



バス火災事故防止のための点検整備のポイント

バス火災事故の防止のため、

確実な点検整備の実施が必要！

検索は、
『バス火災事故防止のための点検整備のポイント』

https://www.mlit.go.jp/common/001128790.
pdf



貸切バス予防整備ガイドライン

研修資料P１０３～



～貸切バス事業者が行うべき

予防整備の基準事例を示します～

貸切バス予防整備ガイドライン

ガイドラインでは、法定点検に加え、

予防整備を定期的に実施するための、

整備サイクル表を定める上での参考

となるよう、

整備項目の交換基準事例を示し

ています。



貸切バス事業者は、

以下の２項目について実施してください。

貸切バス予防整備ガイドライン

1. 交換基準事例を参考にした

整備サイクル表 の作成

2. 整備サイクル表に基づく

整備実施記録簿 の作成

P.109～



スピードリミッター不正事案

48

Ｌジョイント

読売新聞（夕刊）
Ｈ３０年７月４日

P.128～



点検基準の見直し

その他の点検箇所に、
「車載式故障診断装置の診断の結果」を追加

大型特殊自動車、被牽引自動車、二輪自動車を除いた
自動車に適用

１年毎の点検

点検は原動機、制動装置、アンチロック・ブレーキシス
テム及びエアバッグ（かじ取り装置並びに車枠及び車体
に備えるものに限る。）、衝突被害軽減制動制御装置、
自動命令型操舵機能及び自動運行装置に係る識別表
示（道路運送車両の保安基準に適合しないおそれがあ
るものとして警報するものに限る。）に限定

（改正概要） 施行日：令和3年10月１日

P.129



点検基準の見直し

識別表示を用いる場合
・ イグニッション電源をオンにした状態で診断の対象となる識別表
示が点灯することを確認した上で、原動機を始動させ、診断の対
象となる識別表示が点灯又は点滅し続けないかを目視により点
検する。

施行日：令和3年10月１日（点検の実施方法）

（点検の対象となる識別表示）

スキャンツールを用いる場合
・ スキャンツールの接続部を車載式故障診断装置と接続し診断の
結果を読み取ることにより点検する。

※ ただし、自動車メーカー
等の作成するユーザーマ
ニュアル等により点検を行
うこととされている場合に
は、その方法により点検す
る。



道路運送車両法の一部を改正する法律の概要

○ 事業として行う場合に認証が必要な「分解整備」の範囲に、先進技術に係る整備・改造が含まれず、安全性が確保されないお
それがあることから、当該範囲を拡大する必要がある。

○ 先進技術の点検整備をするために必要な自動車の技術情報が、整備事業者等に対し十分に提供される必要がある。

現状・課題

改正内容 （令和２年４月１日施行）

○ 認証を要する「分解整備」の対象装置に「自動運行装置」を追加するとともに、対象装置の作動に影
響を及ぼすおそれのある整備・改造にまで定義を拡大し、名称を「特定整備」に改める。

○ 自動車製作者等に対し、点検整備に必要な型式固有の技術情報を特定整備を行う事業者等へ提供
することを義務付ける。

自動車製作者等に対し、点検整備に必要な技術情報を認証整備事業者等へ提供することを義務付け

装置 取り外して行う整備・改造
取り外しを伴わない、作動に
影響を及ぼす整備・改造

原動機

動力伝達装置
走行装置
操縦装置
制動装置
緩衝装置
連結装置

自動運行装置 対象装置の追加

灯火装置など 「分解整備」の対象外

従来の「分解整備」

定義を拡大

不要

（例）
・カメラ、レーダー等の調整

名称を「特定整備」
に変更

拡大

拡大
地方運輸局長等
の認証が必要

P.130～



運転支援技術・自動運転技術の進化と普及

運転支援技術の搭載状況



“特定整備”導入にあたっての問題意識
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自動ブレーキ等に用いられるセンシング装置（カメラ、レーダー）や電子制御装置の整備・改
造は、安全に大きな影響を及ぼすが、分解整備のような規制等の対象となっておらず、認
証を受けていない事業者であっても、作業可能。
今後、自動ブレーキ搭載車等が普及すれば、ディーラーのみでは対応できなくなるおそれ。

自動ブレーキ、自動車間距離制御（ACC)
新車乗用車搭載率

ACC

自動ブレーキ

制御に影響を及ぼす部品の例

周辺監視のためのカメラ、レーダー類

SUBARU ホームページより Continentalホームページより デンソーホームページより

電子制御部品

以下の装置を取り外し
て行う整備・改造
• 原動機
• 動力伝達装置
• 走行装置
• 操縦装置
• 制動装置
• 緩衝装置
• 連結装置

「分解整備」の対象

左記以外の装置の
整備・改造
• 車輪
• ガラス
• 灯火装置
• 警音器
• 乗車装置 など

取り外しを伴わない
整備・改造
• 制御部品の変更
• センサ類の交換 など

「分解整備」の対象外

地方運輸局長等の
認証が必要

「自動車分解整備事業者」



（概要）



特定整備を依頼する場合には、依頼先の認証取得状況を確認
してください。

認証が必要な作業が、新たに追加されました。

特定整備制度について



特定整備記録簿について

令和２年４月１日より、

自動車特定整備事業者が特定整備を行った際には、行った作
業について、特定整備記録簿に記載する義務があります。

これまでの分解整備と同じ

ように、電子制御装置整
備のみを行った際も同
様に記録簿の作成・交
付が必要です！



運行記録計（タコグラフ）の装着義務

運行記録計の装着義務付け対象が
拡大されました

・義務付けスケジュール
○平成２７年４月１日以降に新車新規登録を受ける車両から義務付け

○その他の（平成２７年３月３１日以前に新規登録を受けた）車両は、
平成２９年４月１日から義務付け

・今までは
車両総重量が８トン以上
又は最大積載量５トン以上

・改正後
車両総重量が７トン以上
又は最大積載量が４トン以上

アナログ式

運行記録計義務
付け対象拡大



貸切バスのドライブレコーダー

ドラレコによる、
映像の記録・保存が義務づけ

新車 ：H29.12.1～
中古車：H31.12.1～

※ ドラレコの性能には要件があります。

運転者への指導及び監督をするため、



○整備管理者の権限

○整備管理者の権限

①日常点検の結果に基づく運行の可否の決定

→日常点検の実施にかかる指導

（点検の実施方法、工具の状況）

②不具合箇所の点検及び整備の実施

→３ヶ月、１２ヶ月定期点検により

不具合箇所を見つけ、必要な整備の実施

P.138～



整備管理者に関する届出について

(1) 選任届 ･･･ 15日以内

整備管理者を新しく選任した場合等

(2) 変更届 ･･･ 15日以内

整備管理者をAからBに変更した場合、
会社･営業所の名称が変わった場合等

(3) 廃止届 ･･･ 30日以内

営業所を廃止した場合等

※ 各種届出は営業所ごとに必要です

整備管理者の届出Ⅲ



自動車事故報告書について

< 自動車事故報告規則 第2条 (11) >

○ ｢自動車の装置の故障により、自動車が運行で
きなくなったもの｣については、事故報告書の
提出が必要。車両故障事故現場報告書添付票も。

※ 運行できなくなったものとは

装置の不具合により自動車の運行を中止したもの
であって、運行を再開できなかったもの及び乗務
員以外の修理等により運行を再開したもの

自動車事故報告



道路運送車両法

第５０条（整備管理者）

〔抜粋〕

使用者は、整備管理者に対し、
その職務の執行に必要な権限を

与えなければならない。

整備管理者の権限等



道路運送車両法施行規則第３２条
（整備管理者の権限等）

1. 法第５０条第２項の規定により整
備管理者に与えなければならない
権限は、次のとおりとする。

整備管理者の権限等



① 法第４７条の２第１項及び第２項に規
定する日常点検の実施方法を定めるこ
と。

② 前号の点検結果に基づき、基づき運行
の可否を決定すること。

③ 法第４８条第１項に規定する定期点検
を実施すること。

整備管理者の権限等



④ 第１号及び前号の点検のほか、随時必
要な点検を実施すること。

⑤ 第１号、第３号又は前号の点検の結果
必要な整備を実施すること。

⑥ 第３号の点検及び前号の整備の実施計
画を定めること。

整備管理者の権限等



⑦ 法第４９条第１項の点検整備記録簿そ
の他の点検及び整備に関する記録簿を
管理すること。

⑧ 自動車車庫を管理すること。

⑨ 前各号に掲げる事項を処理するため、
運転者、整備員その他の者を指導し、
又は監督すること。

整備管理者の権限等



2. 整備管理者は、前項に掲げる事項の
執行に係る基準に関する規程を定
め、これに基づき、その業務を行わ
なければならない。

整備管理者の権限等



届出様式の変更について （押印廃止）

P.146



インターネットの活用

『自動車の安全と環境』
近畿運輸局



インターネットの活用



インターネットの活用

直近の法律・省令は総務省行政管理局が運営するポータルサイト「e-Gov 電子政府の総
合窓口」でご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.e-gov.go.jp/ （e-Govで検索）

P.１３９


